
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
案

新
旧
対
照
表

○
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

〔
内
閣
官
房
副
長
官
等
の
出
席
〕

第
六
十
九
条

内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
内
閣
総
理

大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に

出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す

る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長

官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等

調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特
別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会

に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
内
閣
官
房
副
長
官
等
の
出
席
〕

第
六
十
九
条

内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
内
閣
総
理

大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す
る
た
め
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に

出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す

る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長

官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特

別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。



○
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）

（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
鉱
務
監
督
官
）

第
四
十
六
条

産
業
保
安
院
及
び
産
業
保
安
監
督
部
に
鉱
務
監
督
官
を
置
く
。

（
鉱
山
保
安
協
議
会
）

第
五
十
一
条

産
業
保
安
院
に
中
央
鉱
山
保
安
協
議
会
（
以
下
「
中
央
協
議
会
」

と
い
う
。
）
を
、
産
業
保
安
監
督
部
に
地
方
鉱
山
保
安
協
議
会
（
以
下
「
地
方

協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
勧
告
等
）

第
五
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
鉱
山
に
お
け
る
危
害
の
防
止
に
関
し
、
経

済
産
業
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
労
働
基
準
主
管
局
長
は
、
鉱
山
に
お
け
る
危
害
の
防
止
に
関
し
、

産
業
保
安
院
長
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
鉱
務
監
督
官
）

第
四
十
六
条

原
子
力
安
全
・
保
安
院
及
び
産
業
保
安
監
督
部
に
鉱
務
監
督
官

を
置
く
。

（
鉱
山
保
安
協
議
会
）

第
五
十
一
条

原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
中
央
鉱
山
保
安
協
議
会
（
以
下
「
中

央
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
、
産
業
保
安
監
督
部
に
地
方
鉱
山
保
安
協
議
会
（
以

下
「
地
方
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
勧
告
等
）

第
五
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
鉱
山
に
お
け
る
危
害
の
防
止
に
関
し
、
経

済
産
業
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
労
働
基
準
主
管
局
長
は
、
鉱
山
に
お
け
る
危
害
の
防
止
に
関
し
、

原
子
力
安
全
・
保
安
院
長
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）

（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」

と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

十
四
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員

十
五
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

削
除

二
十
八
～
五
十
三

五
十
四

削
除

五
十
五
以
下

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

（
略
）

（
略
）

内
閣
法
制
局
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

副
大
臣

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長

一
、
四
三
四
、
〇
〇
〇
円

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」

と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

（
新
設
）

十
五
～
二
十
六

（
略
）

二
十
七

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

二
十
八
～
五
十
三

五
十
四

原
子
力
安
全
委
員
会
の
非
常
勤
の
委
員

五
十
五
以
下

（
略
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

官

職

名

俸

給

月

額

（
略
）

（
略
）

内
閣
法
制
局
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

副
大
臣

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
会
長

一
、
四
三
四
、
〇
〇
〇
円



公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

宮
内
庁
長
官

（
略
）

（
略
）

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び

内
閣
情
報
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員

式
部
官
長

一
、
一
九
八
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

（
削
る
）

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常

勤
の
委
員

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

(

新
設)

宮
内
庁
長
官

（
略
）

（
略
）

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び

内
閣
情
報
官

常
勤
の
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

公
正
取
引
委
員
会
委
員

国
家
公
安
委
員
会
委
員

(

新
設)

式
部
官
長

一
、
一
九
八
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）

食
品
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

原
子
力
安
全
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
常

勤
の
委
員

公
益
認
定
等
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
委
員

公
認
会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
常
勤
の
委
員



地
方
財
政
審
議
会
委
員

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委

員中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤

の
委
員

九
三
一
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）

地
方
財
政
審
議
会
委
員

国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
の
常
勤
の
委

員中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

宇
宙
開
発
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

労
働
保
険
審
査
会
の
常
勤
の
委
員

社
会
保
険
審
査
会
委
員

運
輸
審
議
会
の
常
勤
の
委
員

土
地
鑑
定
委
員
会
の
常
勤
の
委
員

公
害
健
康
被
害
補
償
不
服
審
査
会
の
常
勤

の
委
員

九
三
一
、
〇
〇
〇
円

（
略
）

（
略
）



○
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
原
子
力

利
用
」
と
い
う
。
）
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と
産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も
つ
て
人
類

社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条

原
子
力
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安
全
の
確
保
を
旨
と
し
て
、

民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
成
果
を

公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
確
立
さ
れ
た
国
際
的
な
基
準
を
踏
ま

え
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全
並
び
に
我
が
国

の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
章
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会

第
三
条
の
二

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
別
に
法
律

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
省
の
外
局
と
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会

を
置
く
。

第
二
章

原
子
力
委
員
会

（
設
置
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と

産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も
つ
て
人
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向

上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条

原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安
全

の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）第

二
章

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会

（
設
置
）



第
四
条

原
子
力
利
用
に
関
す
る
国
の
施
策
を
計
画
的
に
遂
行
し
、
原
子
力
行

政
の
民
主
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
内
閣
府
に
原
子
力
委
員
会
を
置
く
。

（
任
務
）

第
五
条

原
子
力
委
員
会
は
、
原
子
力
利
用
に
関
す
る
事
項
（
安
全
の
確
保
の

た
め
の
規
制
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、

及
び
決
定
す
る
。

（
削
る
）

（
組
織
、
運
営
及
び
権
限
）

第
六
条

原
子
力
委
員
会
の
組
織
、
運
営
及
び
権
限
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律

で
定
め
る
。

第
四
条

原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
国
の
施
策
を
計
画
的
に

遂
行
し
、
原
子
力
行
政
の
民
主
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
内
閣
府
に
原
子
力

委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
を
置
く
。

（
任
務
）

第
五
条

原
子
力
委
員
会
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
事

項
（
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
企
画
し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。

２

原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
事

項
の
う
ち
、
安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、
及

び
決
定
す
る
。

（
組
織
、
運
営
及
び
権
限
）

第
六
条

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
の
組
織
、
運
営
及
び
権
限

に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。



○
原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

原
子
力
委
員
会
設
置
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

所
掌
事
務
及
び
組
織
（
第
二
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章

削
除

第
四
章

委
員
会
と
関
係
行
政
機
関
等
と
の
関
係
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十

六
条
）

第
五
章

補
則
（
第
二
十
七
条
）

附
則

（
目
的
及
び
設
置
）

第
一
条

原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
原
子
力
利
用
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
行
政
の
民
主
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
内
閣
府
に
原
子
力
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
二
章

所
掌
事
務
及
び
組
織

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
原
子
力
規
制
委
員
会
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
設
置
法

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

原
子
力
委
員
会
（
第
二
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章

原
子
力
安
全
委
員
会
（
第
十
三
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
章

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
と
関
係
行
政
機
関
等
と

の
関
係
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
章

補
則
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

附
則

（
目
的
及
び
設
置
）

第
一
条

原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
（
以
下
「
原
子
力
利
用
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
行
政
の
民
主
的
な
運
営
を
図
る
た
め
、
内
閣
府
に
原
子
力
委
員
会

及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
を
置
く
。

第
二
章

原
子
力
委
員
会

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

原
子
力
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。



一
～
三

（
略
）

四

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
に
関
す
る
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
七

（
略
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
利
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に

関
す
る
こ
と
。

第
三
章

削
除

第
十
三
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で

削
除

一
～
三

（
略
）

四

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
に
関
す
る
規
制
に
関
す
る
こ
と
（
原
子
力
安

全
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
～
七

（
略
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
利
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に

関
す
る
こ
と
（
原
子
力
安
全
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
三
章

原
子
力
安
全
委
員
会

（
所
掌
事
務
）

第
十
三
条

原
子
力
安
全
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
企
画
し
、
審
議
し
、
及
び
決

定
す
る
。

一

原
子
力
利
用
に
関
す
る
政
策
の
う
ち
、
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
に

関
す
る
政
策
に
関
す
る
こ
と
。

二

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
に
関
す
る
規
制
の
う
ち
、
安
全
の
確
保
の
た

め
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
利
用
に
伴
う
障
害
防
止
の
基
本
に
関
す
る
こ
と
。

四

放
射
性
降
下
物
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
関
す
る
対
策
の
基
本
に
関
す
る

こ
と
。

五

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
利
用
に
関

す
る
重
要
事
項
の
う
ち
、
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
に
係
る
も
の
に
関

す
る
こ
と
。



２

委
員
会
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
受
け
た
申
告
に
つ
い
て
調
査
し
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
十
四
条

委
員
会
は
、
委
員
五
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

委
員
の
う
ち
二
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
長
）

第
十
五
条

委
員
会
に
委
員
長
一
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
つ
て
常
勤
の

委
員
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
定
め
る
。

２

第
四
条
の
規
定
は
、
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
）

第
十
六
条

委
員
会
に
、
政
令
で
定
め
る
員
数
以
内
の
審
査
委
員
で
組
織
す
る

原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
を
置
く
。

２

原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
は
、
委
員
長
の
指
示
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

原
子
炉
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

第
十
七
条

審
査
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大

臣
が
任
命
す
る
。

２

審
査
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

３

審
査
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

４

審
査
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
十
八
条

原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
に
、
会
長
一
人
を
置
き
、
審
査
委
員
の

互
選
に
よ
つ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
審
査
委
員
が

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
核
燃
料
安
全
専
門
審
査
会
）

第
十
九
条

委
員
会
に
、
政
令
で
定
め
る
員
数
以
内
の
審
査
委
員
で
組
織
す
る

核
燃
料
安
全
専
門
審
査
会
を
置
く
。

２

核
燃
料
安
全
専
門
審
査
会
は
、
委
員
長
の
指
示
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

核
燃
料
物
質
に
係
る
安
全
性
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

第
二
十
条

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
、
核
燃
料
安
全
専
門
審
査
会

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
緊
急
事
態
応
急
対
策
調
査
委
員
）

第
二
十
条
の
二

委
員
会
に
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議

さ
せ
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
員
数
以
内
の
緊
急
事
態
応
急
対
策
調
査
委
員

（
以
下
「
調
査
委
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

調
査
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任

命
す
る
。

３

調
査
委
員
は
、
非
常
勤
と
し
、
そ
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。



第
四
章

委
員
会
と
関
係
行
政
機
関
等
と
の
関
係

（
勧
告
）

第
二
十
四
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
長
に
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
報
告
等
）

第
二
十
五
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

４

調
査
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
局
）

第
二
十
一
条

委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
置

く
。

２

事
務
局
に
、
事
務
局
長
及
び
所
要
の
職
員
を
置
く
。

３

事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。

４

事
務
局
の
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
準
用
）

第
二
十
二
条

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の

規
定
は
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
第
八
条
の
規
定
は
委
員
会
の
会
議
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
四
章

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
と
関
係
行
政
機
関

等
と
の
関
係

（
勧
告
）

第
二
十
四
条

原
子
力
委
員
会
又
は
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
第
二
条
各
号
又

は
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
所
掌
事
務
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
長

に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
等
）

第
二
十
五
条

原
子
力
委
員
会
又
は
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務

を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、



ほ
か
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

（
原
子
力
規
制
委
員
会
へ
の
通
知
等
）

第
二
十
六
条

委
員
会
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
原
子
力
利

用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
企
画
し
、
又
は
審

議
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
内
容
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

委
員
会
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
原
子
力
利
用
に
お
け

る
安
全
の
確
保
に
関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明

そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
連
絡
）

第
二
十
六
条

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務

の
遂
行
に
つ
い
て
、
原
子
力
利
用
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
相
互
に
緊
密

な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
七
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
委
員
会
及
び
原
子

力
安
全
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


